
大阪市自転車安全教育サポート事業者登録要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市の自転車の安全な利用の促進に資することを目的に、自転車の

安全教育に取り組む事業者と大阪市が連携して、市民への自転車の安全教育の拡充に取

り組むため、事業者を「大阪市自転車安全教育サポート事業者（以下「サポート事業者」

という。）」として登録する手続き等について、必要な事項を定める。 

 

（対象） 

第２条 サポート事業者は、次の各号を満たす事業者とする。 

（１）自転車の安全運転、利用のマナーアップ、その他自転車に関する安全意識向上に向

けた取組を継続的に実施していること 

（２）大阪市の自転車の安全な利用の促進に関する取組の趣旨に賛同し、自らの持つ自転

車の安全教育に関するノウハウや人材、機材等の資源を無償で提供し、大阪市と連携

して安全教育の拡充に取り組むこと 

 

（登録） 

第３条 市長は、前条の各号を満たし、サポート事業者として適当であると認める事業者に

書面により登録の承諾を依頼し、事業者から登録承諾書（第１号様式）を得るものとする。 

２ 市長は、前項の登録承諾書に基づき登録を行い、登録通知書（第２号様式）により事業

者へ通知する。 

 

（登録期間） 

第４条 サポート事業者の登録期間は、前条第２項における通知を行った日から、通知を行

った日の属する年度の末日までとする。ただし、第６条に規定する登録の取消しを行うま

では、毎年度の末日に登録期間を翌年度の末日まで延長するものとする。 

 

（登録事項の変更） 

第５条 サポート事業者は、第３条第１項に規定する登録承諾書の記載事項に変更が生じ

たときは、速やかに登録内容変更届（第３号様式）により申し出るものとする。 

 

（登録の取消し） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 

(１) サポート事業者から書面により登録の取消しを希望する旨の申出があったとき 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が登録の取消しを適当と認めたとき 

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、登録取消通知書（第４号様式）



により、サポート事業者に通知するものとする。 

 

（サポート事業者の公表） 

第７条 サポート事業者の名称は、大阪市ホームページへの掲載等により公表する。 

 

（取組内容） 

第８条 大阪市とサポート事業者が連携して実施する取組の内容は、実施の都度、大阪市と

サポート事業者が協議して決定する。 

 

（個人情報の取扱い） 

第９条 サポート事業者の登録にあたって入手した個人情報は、大阪市個人情報保護条例

（平成 28年大阪市条例第 16 号）に則り、適正に取り扱うものとする。 

 

（庶務） 

第 10条 サポート事業者の登録に関する庶務は、市民局区政支援室市民活動支援担当が行

う。 

 

（雑則） 

第 11条 この要綱の施行に関し必要な事項は市長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年６月 20日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月 1日から施行する。 

 

 

  



第 1 号様式 

登録承諾書 

 

 年 月 日 

大阪市長様 

 

主たる事務所の

所在地 

〒 

 

事業者名  

代 表 者 氏 名  

 

 

大阪市の自転車の安全な利用の促進に関する取組の趣旨に賛同し、大阪市自転車安全教

育サポート事業者として登録されることを承諾します。 

 

 

事業者名  

 

 

 

担当者 

氏名  

所属部署  

電話番号  

ＦＡＸ  

Ｅ‐mail      @ 

 

  



第２号様式 

登録通知書 

 

大市民第   号 

 年 月 日 

      様 

 

大阪市長 

 

 

大阪市自転車安全教育サポート事業者として登録しましたので、大阪市自転車安全教育

サポート事業者登録要綱第３条第２項の規定に基づき通知します。 

  



第 3 号様式 

登録内容変更届 

 

 年 月 日 

大阪市長様 

 

事業者名  

代表者氏名  

 

 

大阪市自転車安全教育サポート事業者の登録内容について、次のとおり変更しましたの

で届出ます。 

 

 

事業者名  

 

 

 

担当者 

氏名  

所属部署  

電話番号  

ＦＡＸ  

Ｅ‐mail      @ 

 

  



第４号様式 

登録取消通知書 

 

大市民第   号 

 年 月 日 

      様 

 

大阪市長 

 

 

大阪市自転車安全教育サポート事業者登録を取消しましたので、大阪市自転車安全教育

サポート事業者登録要綱第６条第２項の規定に基づき通知します。 

 

 

 


